都市計画の変更案についての意見書提出

この鳥取都市計画道路（３・５・１８号千代水幹線ほか４路線）の変更案について、ご意見のある方は、そのご意見と住所、氏名等を記載した書面（意見書）を、鳥取市長宛に提出してください。
頂きました意見については都市計画審議会で審議の判断材料とし、氏名等の個人情報を除き公開されます。
なお、意見書の様式は定めておりませんが、一般的な様式を裏面に用意しましたのでご利用下さい。

（1） 意見書の提出ができる方
鳥取市に住所のある方、案に係る利害関係を有する方です。

（2） 意見書の記載事項
下記の事項を記載の上、提出してください。
①日付
②宛先（「鳥取市長宛」と記載してください。）
③件名（「鳥取都市計画道路の変更（３・５・１８号千代水幹線ほか４路線）」
と記載してください。）
④住所、氏名、電話番号
⑤意見の内容

（3） 意見書の提出方法
・郵送　〒680-8571　鳥取市幸町７１番地
鳥取市 都市整備部 都市企画課宛
・持参　鳥取市役所　本庁舎５階　都市企画課
・電子メール　tosikikaku@city.tottori.lg.jp

（4） 意見書提出期間
令和８年２月１０日（火曜日）～令和８年２月２４日（火曜日）


＜注意＞
＊直接持参される場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時３０分～
午後５時１５分とします。
＊郵送、電子メールで送られる場合は、令和８年２月２４日（火）必着とします。

都市計画の変更案に対する意見書
令和　　年　　月　　日
鳥 取 市 長　宛
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